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１ 収入基準について 

  

収入基準算定式 所得金額－特別控除額＝認定所得金額≦収入基準額 

 

２ 認定所得金額の算定について 

（１）所得金額の算定方法 

 ア 給与所得者の場合 

   「所得証明書」における「給与収入金額」から万円未満を切捨て、下記

区分に基づき計算した額 

区 分 計算式（万円未満切捨て） 

給与収入金額 400万円以下 「給与収入金額」×０．８－２１４万円＝所得金額 

給与収入金額 400 万円超 781

万円以下 

「給与収入金額」×０．７－１７４万円＝所得金額 

給与収入金額 781万円超 「給与収入金額」－４０８万円＝所得金額 

 

イ 給与所得者以外の場合 

「所得証明書」における所得金額 

 ウ 給与所得又は給与所得以外の所得が２つ以上ある場合 

各所得金額の合算とする。ただしプラスとマイナスの所得金額を相殺す 

ることはできません。マイナスの所得は 0円として扱います。 

 エ 父母共にいる場合 

父母の所得金額を上記によりそれぞれ算定してから合計します。 

 オ 父母いずれか一方しかいない場合 

   当該父又は母の所得金額とします。 

 カ 父母いずれもいない場合 

   父母に代わって生計を維持する者の所得金額とします。２人いる場合に

は、それぞれの所得金額を算定してから合計します。 

 

（２）特別控除額 

   世帯構成等により、所得金額から控除する額。 

   

（３）認定所得金額について 

   申請者の父及び母、またはこれに代わって家計を支えている方の所得金
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額から特別控除額を差し引いた金額。ただし、申請時点で失業中の方の所得

は含まない。 

 

（４）収入基準額 

  算出した認定所得額が、下表の金額以下であること。 

世帯人員（※） 基準額 備 考 

１人 １３９万円 世帯人員が７人を超える場合は、１人増

すごとに、１２万円を世帯人員７人の基

準額に加算する。 

※世帯人員とは、父及び母（またはこれ

に代わって家計を支えている者）及びこ

の者に扶養されている者（出願者を含

む）に限ります。 

２人 １９８万円 

３人 ２１２万円 

４人 ２２９万円 

５人 ２３９万円 

６人 ２５０万円 

７人 ２６２万円 

 

【計算例】 

 ４人家族 

  父  ：給与収入  年収５００万円 

  母  ：給与収入  年収４００万円 

  申請者：大学１年生   自宅通学 

  妹  ：公立中学１年生 自宅通学 

① 所得金額 ２８２万円（A） 

  父の所得金額：５００万円×０．７－１７４万円＝１７６万円 

  母の所得金額：４００万円×０．８－２１４万円＝１０６万円 

② 特別控除額 １２０万円（B） 

  申請者（大学生）       ７４万円 

  妹  （公立中学校自宅通学） ４６万円 

 ③認定所得金額 １６２万円（A－B） 

  ４人世帯の収入基準額＝２２９万円 ＞１６２万円 

 →認定所得金額が収入基準額以下であるため、申請できる。 
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特別控除額について 

A 世帯を対象とする控除 

B 奨学金の貸付けを受ける者を対象とする控除 

対象者 特別控除額 

奨学金の貸付けを受ける者 ７４万円 

 

特別の理由 特別控除額 

１ 母子・父子世帯 ９９万円 

 就学者のいる世帯 

（児童・生徒・学生

１人につき） 

 

※ 専修学校一般

課程・各種学校の

在学者は就学者

に含みません。 

 

※出願者本人は、

「B 奨学金の貸付

けを受ける者を対

象とする控除」が適

用になります。 

小学校 ３１万円 

中学校 ４６万円 

 自宅通学 自宅外通学 

高等学校 国公立 ３９万円 ６９万円 

私 立 ８８万円 １１８万円 

高等専門学校（１～３

年） 

国公立 ３９万円 ６９万円 

私 立 ８８万円 １１８万円 

高等専門学校（４～５

年） 

国公立 ４３万円 ７２万円 

私 立 ８７万円 １１６万円 

大学 国公立 ７４万円 １２１万円 

私 立 １３３万円 １８０万円 

専 修

学校 

高等課程 国公立 ３９万円 ６９万円 

私 立 ８８万円 １１８万円 

専門課程 国公立 ３６万円 ８１万円 

私 立 １０２万円 １４７万円 

３ 障がい者のいる世

帯 

障がいのある人１人につき９９万円 

４  長期療養者のいる

世帯 

療養のため経済的に特別な支出をしている年間金額 

５  主たる家計支持者

が別居している世

帯 

別居のため支出している年間金額。 

ただし、７１万円を限度とします。 

６  火災、風水害、盗難

等の被害を受けた

世帯 

日常生活を営むために必要な資材、又は生活費を得るための

基本的な生産手段（田・畑・店舗等）に被害があって、将来長

期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額 


